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答   申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求

について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、令和元年１１月１２日付けの通知書（以下

「本件処分通知書」という。）により行った、法６３条の規定に基づ

く返還金額決定処分（以下「本件処分」という。）について、その取

消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分は違法、不当である

と主張している。  

 １  本件処分による返還金額の出所が知りたい。本件処分には納得がい  

かない。  

２  本件貯金口座は、請求人の管理するものではなく、請求人の親が中

学生の息子を援助してくれるための口座として使用していたものであ

る。  

３  本件貯金のうちの８万円余は、福祉入学準備金であり、また、本件

貯金のうち１０万円余は、すでに高校の制服代や、定期代、遅延家賃

等に当てました。  
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４  福祉事務所のケースワーカーからは、免除申請できるような話があ

りましたが、結局、払わないといけないのか。   

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用し、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ２年  ５月１４日  諮問  

令和  ２年  ８月  ７日  審議（第４５回第２部会）  

令和  ２年  ８月１９日  審議（第４６回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結  

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

  ⑴  保護の補足性及び保護の基準について  

   ア  法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る

資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の

ために活用することを要件として行われると規定している。  

   イ  法５条は、上記の法の規定は、法の基本原理であって、法の解

釈及び運用は、全てこの原理に基づいてなされなければならない

と規定している。  

   ウ  また、法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準によ

り測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又

は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うも

のとすると規定している。     
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  ⑵  費用返還義務について  

   ア  法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力があるに

もかかわらず保護を受けたときは、被保護者は、速やかに、保護

を受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機

関が定める額を返還しなければならないと規定している。  

   イ  そして、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づ

く法の処理基準である「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定

の取扱いについて」（平成２４年７月２３日付社援保発０７２３

第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」

という。）１・⑴は、「法第６３条に基づく費用返還については、

原則、全額を返還対象とすること。」とした上で、「ただし、全

額を返還対象にすることによって当該被保護世帯の自立が著しく

阻害されると認められる場合」については、「④当該世帯の自立

更生のためのやむを得ない用途に充てられたものであって、地域

住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として実施機

関が認めた額。」等（自立更生費）を控除して差し支えないとし

ている。  

   ウ  また、法６３条の規定は、「被保護者に対して最低限度の生活

を保障するという保護の補足性の原則に反して生活保護費が支給

された場合に、支給した生活保護費の返還を求め、もって生活保

護制度の趣旨を全うすることとしている。」（東京高等裁判所平

成２５年（行コ）第２７号事件・平成２５年４月２２日判決・裁

判所ウェブサイト裁判情報掲載。なお、同判決は最高裁判所にお

いて上告棄却により確定している。）と解されている。  

   エ  さらに、「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日

付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」と

いう。）問１３－５・答⑴によれば、法６３条は、本来資力はあ

るが、これが直ちに最低生活のために活用できない事情がある場

合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充
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当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図

ろうとするものであり、原則として当該資力を限度として支給し

た保護金品の全額を返還額とすべきであるとされている。  

     もっとも、保護金品の全額を返還額とすることが当該世帯の自

立を著しく阻害すると認められる場合として、当該世帯の自立更

生のためのやむを得ない用途にあてられたものであって、地域住

民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として実施機関

が認めた額については、本来の要返還額から控除して返還額を決

定する取扱いとして差し支えないものとされ（問答集問１３－

５・答⑵）、返還額の決定は、そのような決定を適当とする事情

を具体的かつ明確にした上で実施機関の意思決定として行うもの

とされている（同・答⑶）。  

２  これを本件についてみると、以下のとおりである。  

⑴  本件処分について  

請求人は、保護開始時に、請求人名義の本件貯金口座に本件貯金

を保有していたにもかかわらず、これを申告せずに保護を受けたも

のと認められる。この点について、請求人によれば、本件貯金口座

は請求人の母親から孫である子の教育のためのものであったとのこ

とであるが、たとえ、そのような事情があったとしても、請求人名

義の本件貯金口座の預金（本件貯金）については、法４条１項の趣

旨に沿って、これを最低限度の生活を賄うために活用することを要

し、保護は、当該資産の活用によっても、なお最低限度の生活維持

に不足する部分についてのみ実施すべきものであるから、当該事情

をもって、本件貯金を請求人の資力から除外することができないこ

とは明らかである。  

このことから、処分庁は、本件貯金を保護開始時の請求人の資力

であると認定した上で、本件返還対象期間において請求人世帯に対

して実施した保護については、法６３条の規定が定める「被保護者

が、急迫の場合等において資力があるにも関わらず、保護を受けた
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とき」に該当するものとして、本件貯金額に相当する本件返還対象

期間に請求人世帯に支給した保護費について、請求人に対し、返還

を求めることを決定した（本件処分）ものと認められる。  

そして、法６３条の規定は、被保護者に対して最低限度の生活を

保障するという保護の補足性の原則に反して保護費が支給された場

合に、支給した保護費の返還を求め、もって生活保護制度の趣旨を

全うしようとするもの（１・⑵・ウ）であるから、処分庁が、上記

のような経緯により、法６３条の規定を適用して本件処分を行った

ことに、違法、不当な点はないものということができる。  

⑵  自立更生免除について  

ところで、処分庁は、本件処分において、返還金額から控除する

ことができる自立更生免除に係る費用について、０円としているこ

とから、この点について、以下検討する。  

請求人世帯の保護開始は、平成３１年１月２９日であり、本件処

分までの間は約１０か月弱であるところ、この間に、請求人から処

分庁に対して、子が私立高校に進学したとの申し出に基づき、処分

庁が法に基づく高校進学に係る扶助の措置を講じた上で、担当者が

請求人に対し、法による学習支援制度について紹介した事実等は認

められるものの、担当者が請求人に対し提出を求めていた、本件貯

金を充てたとする高校の不足費用に係る資料は、提出されていない

ことが認められる。また、この間に、請求人から担当者に対して、

家財等の生活必需品が不足しているなどとする相談があった事実は

認められず、また、これらの不足に関して、処分庁に対して、保護

申請を行った事実も認められない。  

そして、処分庁は、本件処分に際して、ケース診断会議を開催

し、自立更正免除の適用は慎重に行うとの判断を行っていることが

認められる。  

  以上によれば、本件処分において、自立更生免除に係る費用につ

いて認めないとの処分庁の判断は、妥当なものと認められることか
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ら、これを違法又は不当とすることはできない。  

３  請求人の主張について  

 請求人は、上記第３のことから、本件処分の違法、不当を主張する

が、本件処分が法令等の規定に基づき、適法になされた処分であるこ

とは上記２のとおりであり、請求人の主張については、いずれも理由

がないと認められるから、これを本件処分の取消理由とすることはで

きない。  

４  その他の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法、不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

  近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  

 

 別紙（略）  


